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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

令和3年度～令和4年度 総合研究報告書 

 

指定入院医療機関退院後の予後に関する全国調査 
 

研究分担者 竹田 康二  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

1. 令和3年度は、全国31の指定入院医療機関と協働し、法務省保護局および保護観察所の協力を得て、

指定入院医療機関退院後通院処遇に移行した対象者（通院処遇移行対象者）のうち同意の得られた者

の予後調査を実施し報告した。調査対象は 753 名(男性 547 名、女性 206 名)であり、そのうち令和 3

年 7月 15日時点までに、462名が通院処遇を終了していた。処遇終了者の平均通院処遇期間は966.9

日（中央値1,094.0 日）であった。通院処遇期間中に、「重大な再他害行為」は8名 8件、「その他、

重大な再他害行為に当たらない比較的軽微な他害行為」は18名 30件、「全ての再他害行為（重大＋そ

の他）」は25名 38件認めた。また17名（男性12名、女性5名）が死亡していた。自殺企図（未遂を

含む）は、17名認められ、そのうち死亡（既遂）した者は7名であった。指定入院医療機関退院と同

時に精神保健福祉法入院（調整入院）した者を 110 名認めた。また指定入院医療機関退院後、処遇終

了までの間に43.9％の対象者が一度は精神保健福祉法入院を経験していた。 

2. 令和4年度は、重度精神疾患標準的治療確立事業（医療観察法データベース事業）のデータの利活用

に関する研究事業の研究利活用委員会に利活用申請を行い、承認を取得し、医療観察法病棟退院患者

の向精神薬処方等に関するデータの提供を受け、解析した。また令和3年度に実施した通院処遇移行

対象者に関する予後調査データとの連結解析も実施した。2019年 9月から2021年 12月の間の医療

観察法病棟退院患者のうち、退院時抗精神病薬が処方されていた統合失調症圏の患者数は336名であ

った。そのうち84名にクロザピン、89名に持効性注射剤が処方されていた。クロザピン処方者は非

クロザピン処方者と比較して平均入院処遇期間が4.8年と長く、入院処遇期間中の隔離経験率が

47.6％と高かった。令和3年度に実施した通院処遇移行対象者に関する予後調査研究の結果と連結可

能であった統合失調症圏かつ退院時に抗精神病薬が処方されていた者103名について解析した。クロ

ザピン群が、非クロザピン群と比較して、通院処遇期間中の精神保健福祉法入院累積発生率が有意に

高かったが 、調整入院者を除いた解析では有意差は認めなかった。 

3. 令和3年度から令和4年度にかけて全国16の指定入院医療機関と協働し、医療観察法病棟退院時に

処遇終了した対象者のうち同意が得られた者の予後調査を実施し報告した。令和4年度は10名のデ

ータが収集された。性別は全員が男性、平均年齢は57.6歳、退院時精神科主診断（ICD-10）はF0が

2名、F1が 2名、F2が 6名であった。退院後の治療は10名中8名が継続中、1名は中断、1名は終

了（病死）であった。再他害行為、自殺企図、医療観察法再処遇はいずれもみられなかった。精神保

健福祉法入院は10名中8名が経験しており、そのうち7名は処遇終了日から調査日までの全日を精
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神科病棟に入院して過ごしていた。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

本村啓介 さいがた医療センター 

山村 卓 国立病院機構花巻病院 

坂本 蒼 同上 

木村早智子 同上 

白石 潤 国立病院機構北陸病院 

今泉仁志 同上 

岡島菜摘  同上 

中根 潤 国立病院機構下総精神医療セン

ター 

野崎昭子 同上 

鈴木寿臣 同上 

是木明宏 同上 

西岡直也 国立病院機構久里浜医療センタ

ー 

野村照幸 国立病院機構さいがた医療セン

ター 

藤崎直人 同上 

髙橋未央 国立病院機構小諸高原病院 

宮沢泰裕 同上 

東 宏明  同上 

池田美穂子  同上 

山本哲裕 国立病院機構東尾張病院 

髙野真弘 国立病院機構榊原病院 

中谷紀子 国立病院機構やまと精神医療セ

ンター 

渡邊大輔 国立病院機構肥前精神医療セン

ター 

辻真理子 同上 

樋口善美 同上 

森田康正 同上 

砥上恭子 同上 

塚原宏恵 同上 

佐藤和弘 同上 

阿部豊輝 国立病院機構菊池病院 

林田眞実 同上 

川上奈都希 国立病院機構琉球病院 

平良博之 同上 

須貝孝一 山形県立こころの医療センター 

間中一至 茨城県立こころの医療センター 

寺門里美 同上 

宮田光博 同上 

島田達洋 栃木県立岡本台病院 

村嶌泰良 同上 

山田竜一 群馬県立精神医療センター 

門野淳子 埼玉県立精神医療センター 

原田 誠 同上 

山形晃彦 同上 

荒川育子 東京都立松沢病院 

瀬底正有 神奈川県立精神医療センター 

山下 徹 山梨県立北病院 

埴原秋児 長野県立こころの医療センター

駒ケ根 

犬塚 伸 同上 

鵜澤正寛 同上 

福井將郎 同上 

足立順代 同上 

岸本道太 同上 

小林憲子 同上 

大橋 裕 静岡県立こころの医療センター 

平澤克己 愛知県立精神医療センター 

高木 宏 同上 

羽渕知可子 同上 

山崎恭一 同上 

中岡健太郎 同上 

合澤 祐 同上 
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安 成根 同上 

原野谷郁夫 同上 

辻 里花 同上 

柴崎守和 滋賀県立精神医療センター 

松村直樹 同上 

堀岡英紀 大阪精神医療センター 

森田優季 同上 

池田絵美 同上 

梅本愛子 同上 

磯村信治 山口県立こころの医療センター 

石津すぐる 岡山県精神科医療センター 

高尾 碧 島根県立こころの医療センター 

山本智一 長崎県精神医療センター 

瀧内小百合 同上 

田中一敏 鹿児島県立姶良病院 

山田悠至 国立精神・神経医療研究センタ

ー病院 

小河原大輔 同上 

島田明裕 同上 

大町佳永 同上 

山下真吾 同上 

柏木宏子 同上 

平林直次 同上 

 

Ａ．研究目的 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律（以下、医

療観察法）」は、心神喪失等の状態で重大な他害

行為を行った精神障害者の処遇と医療について

定めた法律である（以下、医療観察法の対象と

なった者を対象者と記載する）。 

医療観察法は長期にわたり法に基づく処遇と

精神科医療を対象者に課す制度であり、特に入

院処遇は人権的制約が大きい。また多額の公費

が投入されている制度でもある。したがって、

医療観察入院医療を受けた対象者の予後を適切

に把握し、さらなる医療の改善を目指していく

必要がある。本研究は、医療観察法入院処遇対

象者の退院後の予後を把握すること、退院後の

予後に影響を与える因子を検討することを目的

にしている。 

医療観察法病棟退院時、多くの対象者が通院

処遇に移行するが、一部の対象者は退院時に医

療観察法による処遇が終了となる 1)。そこで、

本研究班は退院時処遇終了者に関する調査も実

施している。 

令和 3 年度は、通院処遇移行対象者に関する

予後調査研究と退院時処遇終了者に関する予後

調査研究を実施した。令和 4 年度は退院時処遇

終了者に関する予後調査研究と、新たに医療観

察法病棟退院患者の向精神薬処方等に関するデ

ータの提供を受け、触法精神障害者に対する向

精神薬処方に関する研究を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 通院処遇移行対象者に関する予後調査研究 

1） 調査対象 

調査対象は、2015 年 7 月 16 日から 2021 年 7

月 15 日までの間に、共同研究施設である全国

31 の指定入院医療機関に入院処遇となった対

象者のうち、通院処遇に移行した者のうち同意

の得られた者である。各調査対象期間は、各対

象者の退院日から通院処遇終了日、あるいは令

和 3 年 7 月 15 日のいずれか早い日までである。 

2）調査項目 

退院時年齢、性別、精神科主診断（国際疾病

分類第 10 版(ICD-10)）、対象行為、退院日、調

査日（毎年 7 月 15 日時点）の処遇状況、通院処

遇終了時の状況、再他害行為、自殺企図、通院

処遇中の精神保健福祉法入院、指定入院医療機

関における退院前のアルコール、薬物問題の認

識の有無（以下、対象行為前アルコール、薬物

問題歴）、通院処遇期間中のアルコール、薬物摂

取の有無と内容、居住形態、退院後利用した医

療、社会福祉資源、就労、生計など。 

3）調査方法 

各指定入院医療機関において、対象者の氏名

を記入したアンケート用紙を用意し、送付先の
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保護観察所ごとに封筒に入れ封をし、国立精

神・神経医療研究センター病院（以下、当院）

に送付。当院で全国の保護観察所へ発送した。

社会復帰調整官が、調査日時点の対象者の予後

情報を記入し、各指定入院医療機関に返送し

た。各指定入院医療機関で、氏名等の個人情報

を削除して匿名化したうえで、データを記入し

た電子ファイルを当院に送付した。 

2. 触法精神障害者に対する向精神薬処方に関

する研究 

1) 調査対象 

2019 年 9 月より 2021 年 12 月までの間に、全国

の医療観察法指定入院医療機関 32 施設（国立

病院機構賀茂精神医療センターを除く）の医療

観察法病棟を退院した対象者。 

2) 調査項目 

退院時年齢、性別、主診断・重複障害、対象行

為、アルコール・薬物問題の有無、入院期間、

入院処遇中行動制限の有無、退院年月、退院時

処遇・居住形態、退院時向精神薬処方内容など。 

3) 調査方法 

 重度精神疾患標準的治療確立事業（医療観察

法データベース事業）のデータの利活用に関す

る研究事業の研究利活用委員会に利活用申請を

行い、承認を取得し、医療観察法病棟退院患者

の向精神薬処方等に関するデータの提供を受け

解析した。 

また令和 3 年度に実施した通院処遇移行対象

者に関する予後調査研究のデータのうち、2019

年 9 月 1 日から 2021 年 6 月 16 日までの期間に

医療観察法病棟を退院した者のデータについて、

上記提供データと、退院年月、年齢（10 年齢階

級別）、性別（男女）、対象行為、精神科主診断

（ICD-10）、退院区分（処遇、居住形態）で照ら

し合わせ連結可能であった者については、向精

神薬処方と通院処遇移行後の予後（再他害行為、

自殺企図、精神保健福祉法入院など）の関連を

分析した。 

上記研究については、国立精神・神経医療研

究センターホームページでも研究の実施につい

ての情報を公開し、研究参加拒否の機会を保障

した。 

3.退院時処遇終了者に関する予後調査研究 

1) 調査対象 

2021 年 3 月 10 日から 2022 年 7 月 15 日まで

の間に、共同研究施設である全国 16 の指定入

院医療機関を退院時処遇終了となった対象者の

うち退院後の予後調査に同意の得られた者であ

る。調査対象期間は、各対象者の退院日から

2022 年 7 月 15 日の間である。 

2) 調査項目 

年齢、性別、精神科診断、対象行為、再他害

行為の有無、治療継続の有無、自殺未遂・既遂

の有無、物質使用の状況、精神保健福祉法によ

る入院の有無、精神保健福祉サービスの利用状

況、住居および就労の状況等・退院後利用した

医療・社会福祉資源など。 

3）調査方法 

退院時処遇終了者のうち研究同意が取得でき

た者について、調査票に記された調査項目につ

いて、共同研究施設である指定入院医療機関の

担当者が電話で研究対象者の退院後の治療担当

者に聞き取り調査を行い、その結果を回収した。 

 

（倫理面への配慮） 

上記 3 つの研究については、いずれも国立精

神・神経医療研究センター倫理委員会より承認

を得て実施した（承認番号 B2020-031、B2020-

138、A2022-025）。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 通院処遇移行対象者に関する予後調査研究

（表 1～表 7） 

2015 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日に通院

処遇に移行した研究参加対象者は 753 名（男性

547 名、女性 206 名）であった。平均年齢は男

性 46.8 歳、女性 48.2 歳であった。令和 3 年 7

月 15 日時点で 462 名が通院処遇を終了してい
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た。精神科主診断は、F2（統合失調症、統合失

調症型障害および妄想性障害）が 608 名（80.7%）、

F3（気分障害）が 79 名（10.5%）、F1（精神作用

物質使用による精神および行動の障害）が 41 名

（5.4%）であった。対象行為は、殺人（未遂含

む）270 名（35.9%）、傷害 260 名（34.5%）、放火

（未遂含む）167 名（22.2%）が大半を占めてい

た。退院時居住形態は福祉施設入所者が最も多

く（45.7％）、次いで独居（21.0％）、家族同居

（18.6％）の順であり、女性は男性と比較し、

家族同居の割合が高かった。対象行為前にアル

コール・薬物問題歴を認めた対象者は 219 名

（29.1%）であり、男性で多かった（34.4％

vs15.0%）。医療観察法による再入院の申立て要

件となるような他害行為を「重大な再他害行為」

と定義すると、重大な再他害行為は 8 名 8 件認

めた。そのうち令和 3 年度の調査期間に新たに

発生した重大な再他害行為は1名1件であった。

「その他、上記に当たらない軽微な他害行為（通

院処遇期間中の精神保健福祉法入院理由が「他

害・迷惑行為」の事例を含む）」は 18 名 30 件認

めた。重大な再他害行為の累積発生率は 1.2%/3

年であり、全ての再他害行為の累積発生率は

3.9%/3 年であった。通院処遇期間中に 17 名（男

性 12 名、女性 5 名）が死亡しており、死因は病

死と自殺が 7 名で最多であった。そのうち 5 名

は令和 3 年度の調査期間中に死亡していた。自

殺企図（未遂を含む）は、17 名 19 件に認め、

うち死亡（既遂）した者は 7 名であった。医療

観察法再入院処遇となった対象者は 19 名であ

り男性が 18 名と大半を占めていた。精神保健

福祉法入院の累積発生率は 33.6%/1 年、47.0% 

/3 年であった。調整入院（医療観察法入院処遇

終了と同時に精神保健福祉法入院）は 110 名

（14.6%）認めた。2020 年以降に通院処遇に移

行した対象者 159 名のうち、120 名（75.5％）

が訪問看護サービスを利用していた。また保健

所職員や、市職員の訪問も多くの対象者で実施

されていた。日中の活動場所としては、病院デ

イケア（44.0％）、就労継続支援施設 B 型（26.4％）

などが多く利用されていた。対象者のうち 82 名

（10.9%）が通院処遇期間中に何らかの就労を行

った経験（短期のアルバイトなど含む）があっ

た。通院処遇終了者に限った就労率は 14.3％で

あり、主診断が F1 群(25.0%)、F3 群（21.2％）

が F2 群（12.9％）より就労率が高い傾向がみら

れた。 

2. 触法精神障害者に対する向精神薬処方に関

する研究（表 8、表 9） 

2019 年 9 月 1 日～2021 年 12 月 31 日に医療

観察法病棟を退院した 468 名のデータ提供を受

けた。性別は男性 348 名（74%）、女性 120 名(26%)

であった。年代別で見ると、20 代 36 名(8%)、

30 代 95 名(20%)、40 代 136 名(29%)、50 代 90

名(19%)、60 代 63 名(13%)、70 代 40 名(9%)、80

代 8 名(2%)であった。精神科主診断は、F2 が 373

名（79.7%）、F が 36 名（7.7%）、F1 が 25 名（5.3%）

であった。対象行為(第一選択のみ)は、殺人（未

遂含む）163 名（34.8%）、傷害 175 名（37.4%）、

放火（未遂含む）98 名（20.9%）が大半を占めて

いた。 

統合失調症圏（統合失調症または統合失調感

情障害）の対象者に限定して抗精神病薬処方内

容で分類した対象者の退院時年齢、性別、精神

科重複障害、対象行為、入院処遇期間、入院処

遇中行動制限の有無、退院時処遇・居住形態な

どの比較を行った（表 8）。抗精神病薬処方内容

で、退院月に 1 クロザピン（Clozapine: 以下、

CLZ）が処方されていた群（CLZ 群）、2 持効性注

射剤（Long Acting Injection: 以下、LAI）が

処方されていた群（LAI 群）、3 抗精神病薬が処

方されていたが、CLZ、LAI は処方されていない

群（非 CLZ・非 LAI 群）の 3 群に分類した。退

院月に抗精神病薬が処方されていた統合失調症

圏の対象者数は 336 名であった。そのうち CLZ

群は 84 名、LAI 群は 89 名、非 CLZ・非 LAI 群は

163 名であった。 

CLZ 群では入院処遇期間中の隔離経験率が他
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の群と比較して高く（47.6%）、平均入院処遇期

間が CLZ 群では他の群と比較して長かった

（4.78 年）。また LAI 群は他の群と比較して、

通院処遇移行率が高かった（95.5%）。 

 医療観察法データベース事業研究利活用事業

より提供を受けたデータと、令和 3 年度に実施

した通院処遇移行対象者に関する予後調査研究

のデータを退院年月、年齢（10 年齢階級別）、

性別（男女）、対象行為、精神科主診断（ICD-10）、

退院区分（処遇、居住形態）で照らし合わせた

ところ、2019 年 9 月 1 日から 2021 年 6 月 16 日

までに医療観察法病棟を退院した対象者のデー

タのうち 139 名が連結可能であった。そのうち、

統合失調症圏かつ退院月に抗精神病薬が処方さ

れていた者 103 名について分析した。表 9 では

表 8 と同様に抗精神病薬処方内容により 3 群に

分類した。平均通院処遇観察期間（通院処遇終

了者は処遇終了日まで、2021 年 7 月 15 日時点

で通院処遇継続中であった対象者は同日時点ま

で）は、340.6 日であった。通院処遇期間中の他

害行為、死亡、自殺企図は、それぞれ 2 件、医

療観察法再入院処遇は 1 件認めた。抗精神病薬

以外の退院時処方については、CLZ 群の気分安

定薬処方者数の割合が高かった(48.7%)。通院処

遇期間中の精神保健福祉法入院、非自発的入院、

調整入院経験率はいずれも CLZ 群で最も高かっ

た（それぞれ 51.7%、22.6%、32.3%）。生存分析

(Log Rank 検定)では、CLZ 群は非 CLZ 群（LAI

群＋非 CLZ・非 LAI 群）と比較して、有意に精

神 保 健 福 祉 法 入 院 が 発 生 し や す か っ た 

(p=0.003)が、調整入院者を除いた解析では、有

意な差は認めなかった（p=0.121）。 

3. 退院時処遇終了者に関する予後調査研究 

研究開始から令和 4 年 7 月 15 日までの研究

参加対象者数は 10 名であった。平均入院処遇

期間は 1358 日、性別は全員が男性、平均年齢は

57.6 歳であった。退院時精神科主診断は F0 が

2 名、F1 が 2 名、F2 が 6 名であった。対象行為

は殺人 1 名、放火 4 名、放火未遂 1 名、傷害 4

名であった。退院後の治療は 10 名中 8 名が継

続中、1 名は中断、1 名は終了（病死による）で

あった。調査期間における何らかの再他害行為、

自殺企図、アルコール・薬物の摂取はいずれも

みられなかった。医療観察法による再入院処遇

は認めなかった一方で、精神保健福祉法による

入院は 10 名中 8 名が経験していた。うち 7 名

は医療保護にて、処遇終了日から調査日までの

全日を精神科病棟に入院して過ごしていた。現

在の居住形態は 10 名中 7 名が入院中、1 名が介

護保険施設、1 名が不明、1 名が死亡であった。

就労に至った者はいない。生計（複数選択可）

は、貯蓄による者が 1 名、家族からの支援によ

る者が 1 名、障害年金による者が 6 名、生活保

護による者が 3 名、その他が 4 名であった。 

 

Ｄ．考察 

1) 通院処遇移行対象者に関する研究 

令和 3 年度の調査期間に新たに認めた重大な

再他害行為は 1 名 1 件であり、3 年時点の累積

発生率にも大きな変化はないことから、通院処

遇移行対象者の重大な再他害行為の発生率は国

内外の類似先行研究と比較して低水準で推移し

ているものと推測された 2,3,4)。一方、令和 3 年

度調査期間中に新たに 5 名の死亡者（うち自殺

が 2 名）を認めていた。また精神保健福祉法入

院の累積発生率は 33.6%/1 年、47.0% /3 年と高

かった。医療観察法医療は社会復帰の促進を目

的としており、他害行為のリスクマネジメント

のみならず対象者の心身の健康、社会復帰の促

進を目指した医療を目指していく必要がある。 

2) 触法精神障害者に対する向精神薬処方に関

する研究 

 医療観察法病棟では治療抵抗性統合失調症治

療薬である CLZ 治療が積極的に導入されている

ことが知られている 5)が、本研究でも統合失調

症圏の退院患者（そのうち抗精神病薬が処方さ

れていた者）の 25％が CLZ を処方されていた。

CLZ 群において平均入院処遇期間が長期であっ
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たこと、行動制限率が高かったことからは、CLZ

群は他の群と比較して治療困難な症例が多いと

推測された。今後、CLZ 導入前後における対象

者の行動制限率や精神病症状の比較など、CLZ

治療の効果を検証する研究の実施が望まれる。 

また LAI も 26.5％の対象者で実施されてい

た。LAI 群の通院処遇移行率が非常に高いこと、

平均入院処遇期間が非 CLZ・非 LAI 群と比較し

て高くないことから、LAI 群は退院後も精神科

治療の継続は必要であるが、比較的病状は安定

した症例が多いと推測された。 

 通院処遇期間中の精神保健福祉法入院累積発

生率は、CLZ 群は非 CLZ 群と比較して、有意に

発生率が高かった。もっとも、調整入院者を除

いた解析では有意な差は認めなかったが調整入

院群を除いた調査対象者数がやや小さい（特に

CLZ 群）ため評価は難しい。今後、大規模な調査

が実施され CLZ や LAI が通院処遇期間中の対象

者の予後へ与える影響が検証されることが望ま

れる。 

2）退院時処遇終了者に関する研究 

研究対象者の診断は F0 が 20%、F1 が 20%と、

いずれも入院処遇者全体よりも高い割合を占め

ていた。前者では治療反応性が、後者では疾病

性が失われることによって処遇終了になったと

考えられるのに対して、60％を占める F2 では、

治療反応性の限界のために処遇終了になったも

のと推測された。 

研究対象者のうち 80％（8 名）は処遇終了と

同時に精神保健福祉法による入院に移行してお

り、うち 7 名は退院日から調査日までの全期間

を医療保護入院にて病棟で過ごしていた。今回

の調査期間では、再他害行為やアルコール・薬

物の摂取は認められなかったが、それは大半の

研究対象者が入院中であったためであると考え

られた。 

 

 

Ｅ．結論 

 医療観察法退院時向精神薬処方、通院処遇

移行対象者の予後、医療観察法病棟退院時処

遇終了者の予後に関する研究を実施し報告

した。 

 医療観察法病棟退院後の重大な再他害行為の

リスクは低い水準で推移していた。一方で、少

なくない数の死亡・自殺者、精神保健福祉法入

院率の高さなどは課題である。また退院時、CLZ

処方者は平均入院処遇期間が長く、隔離経験率、

調整入院率が高いことなどから、治療困難な症

例や、生活環境調整が困難な症例が多いことが

推測された。 

再他害行為の防止のみならず、心身の健康、

社会復帰の促進に効果的な治療や生活環境調整

を臨床・研究双方の視点から模索していく必要

がある。 
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表
5
　
精

神
保

健
福

祉
法

入
院

　
（

n=
7
5
3）

精
神

保
健
福

祉
法

入
院

あ
り

,
 n
 
(
%)

3
07
 
(
40
.
8)

精
神

保
健
福

祉
法

入
院

累
積

発
生

率
（

1
年
）

, 
%

3
3
.
6

精
神

保
健
福

祉
法

入
院

累
積

発
生

率
（

3
年
）

, 
%

4
7
.
0

調
整

入
院
あ

り
,
 
n
 (
%
)

1
10
 
(
14
.
6)

処
遇

終
了
者

の
調

整
入

院
日

数
*
,
　
平

均
値

（
S
D
）
　

26
5
.
2 
(
29
5
.
9)

処
遇

終
了
者

の
調

整
入

院
日

数
*
,
 
中
央

値
　

1
54
.
0

*n
=
5
9

表
6
　
社

会
福

祉
・

医
療

資
源

の
利

用
 
（
2
0
2
0-
2
0
21
年

の
退

院
者

, 
n
=1
5
9
）

何
ら
か

の
利

用
あ

り
（

n=
1
4
0）

利
用

率
*

訪
問

看
護

1
2
0

7
5
.
5%

保
健

所
の
訪

問
7
5

4
7
.
2%

病
院

デ
イ
ケ

ア
7
0

4
4
.
0%

市
職

員
の
訪

問
　

5
1

3
2
.
1%

そ
の

他
（
相

談
支

援
事

業
所

、
生

活
訓

練
な

ど
）

4
8

3
0
.
2%

就
労

継
続
支

援
施

設
Ｂ

型
4
2

2
6
.
4%

地
域

活
動
支

援
セ

ン
タ

ー
2
3

1
4
.
5%

外
来

作
業
療

法
1
0

6
.
3
%

訪
問

介
護

7
4
.
4
%

就
労

継
続
支

援
施

設
Ａ

型
6

3
.
8
%

自
助

グ
ル
ー

プ
（

Ａ
Ａ

/
Ｎ
Ａ

、
断

酒
会

等
）

5
3
.
1
%

病
院

・
精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

な
ど

で
の

ア
ル

コ
ー

ル
・

薬
物

依
存

症
治

療
プ

ロ
グ

ラ
ム

4
2
.
5
%

就
労

移
行
支

援
事

業
所

4
2
.
5
%

民
間

リ
ハ
ビ

リ
施

設
（

M
AC
/
D
AR
K
等
）

3
1
.
9
%

障
害

者
就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
1

0
.
6
%

*社
会
福

祉
・

医
療

資
源

の
利

用
な

し
の

者
も

含
め

た
全

体
に

対
す

る
割
合

表
7
　

就
労
　
（

複
数
就

労
形
態
該

当
者
あ

り
）

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

合
計

8
2

1
2
9

1
4
3

1
4
2

9
8

1
0
3

5
6

7
5
3

正
社

員
,
 
件

数
6

1
1

1
1

7
3

1
0

3
9

　
一
般
枠

,
 
件
数

3
4

5
3

1
1

0
1
7

　
障
害
者
枠

,
 
件
数

3
1
0

7
6

2
0

0
2
8

ア
ル

バ
イ

ト
・

パ
ー

ト
,
 
件

数
4

7
1
2

1
8

6
0

0
4
7

詳
細

不
明

,
 
件

数
1

0
0

0
0

0
0

1
計

,
 
n

1
2
名

1
8
名

2
0
名

2
3
名

8
名

1
名

0
名

8
2
名

通
院
処
遇
開
始
年
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 表
8
　
統
合
失
調
症
圏

の
医
療
観
察
法
病
棟
退

院
者
の
入
院
処
遇
情
報
の

抗
精
神
病
薬
処
方
内
容

に
よ
る
比
較

退
院

時
年

齢
　
2
0
s
,
 
n
 
(
%
)

7
8
.
3

5
5
.
6

1
6

9
.
8

2
8

8
.
3

3
0
s
,
 
n
 
(
%
)

1
9

2
2
.
6

1
9

2
1
.
3

4
0

2
4
.
5

7
8

2
3
.
2

4
0
s
,
 
n
 
(
%
)

2
8

3
3
.
3

2
9

3
2
.
6

4
9

3
0
.
1

1
0
6

3
1
.
5

5
0
s
,
 
n
 
(
%
)

2
1

2
5
.
0

1
7

1
9
.
1

3
2

1
9
.
6

7
0

2
0
.
8

6
0
s
,
 
n
 
(
%
)

8
9
.
5

1
3

1
4
.
6

1
5

9
.
2

3
6

1
0
.
7

7
0
s
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

6
6
.
7

1
1

6
.
7

1
8

5
.
4

　
性

別
　
M
,
 
n
 
(
%
)

6
5

7
7
.
4

7
3

8
2
.
0

1
1
7

7
1
.
8

2
5
5

7
5
.
9

F
,
 
n
 
(
%
)

1
9

2
2
.
6

1
6

1
8
.
0

4
6

2
8
.
2

8
1

2
4
.
1

対
象

行
為

　
殺
人
,
 
n
 
(
%
)

2
7

3
1
.
0

3
5

3
8
.
9

5
4

3
1
.
8

1
1
6

3
3
.
4

傷
害
,
 
n
 
(
%
)

3
5

4
0
.
2

3
6

4
0
.
0

6
4

3
7
.
6

1
3
5

3
8
.
9

放
火
,
 
n
 
(
%
)

1
5

1
7
.
2

1
1

1
2
.
2

3
6

2
1
.
2

6
2

1
7
.
9

強
盗
,
 
n
 
(
%
)

5
5
.
7

2
2
.
2

9
5
.
3

1
6

4
.
6

性
犯
罪
,
 
n
 
(
%
)

5
5
.
7

6
6
.
7

7
4
.
1

1
8

5
.
2

精
神

科
重

複
障

害
（

F
2
除

く
）

　
F
0
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

1
1
.
1

0
0
.
0

2
0
.
6

F
1
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

1
1
.
1

4
2
.
5

6
1
.
8

F
3
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

1
1
.
1

0
0
.
0

2
0
.
6

F
6
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

1
0
.
3

F
7
,
 
n
 
(
%
)

1
0

1
1
.
9

6
6
.
7

1
0

6
.
1

2
6

7
.
7

F
8
,
 
n
 
(
%
)

8
9
.
5

3
3
.
4

1
1

6
.
7

2
2

6
.
5

F
9
,
 
n
 
(
%
)

1
1
.
2

0
0
.
0

3
1
.
8

4
1
.
2

医
療

観
察

法
病

棟
入

院
中

の
隔

離
経

験
,
 
n
 
(
%
)

4
0

4
7
.
6

1
3

1
4
.
6

2
4

1
4
.
7

7
7

2
2
.
9

医
療

観
察

法
病

棟
入

院
中

の
拘

束
経

験
,
 
n
 
(
%
)

9
1
0
.
7

5
5
.
6

8
4
.
9

2
2

6
.
5

平
均

入
院

処
遇

期
間

,
 
y
e
a
r
s

4
.
7
8

3
.
0
2

2
.
9
9

3
.
4
5

退
院

時
通

院
処

遇
移

行
者

,
 
n
 
(
%
)

7
0

8
3
.
3

8
5

9
5
.
5

1
3
5

8
2
.
8

2
9
0

8
6
.
3

退
院

時
通

院
処

遇
移

行
者

の
居

住
　

家
族
同
居
,
 
n
 
(
%
)

7
1
0
.
0

1
6

1
8
.
8

2
2

1
6
.
3

4
5

1
5
.
5

単
身
生
活
,
 
n
 
(
%
)

1
1

1
5
.
7

2
3

2
7
.
1

3
0

2
2
.
2

6
4

2
2
.
1

施
設
入
所
,
 
n
 
(
%
)

3
7

5
2
.
9

3
3

3
8
.
8

6
4

4
7
.
4

1
3
4

4
6
.
2

一
般
精
神
科
病

棟
入
院
,
 
n
 
(
%
)

1
5

2
1
.
4

1
3

1
5
.
3

1
8

1
3
.
3

4
6

1
5
.
9

不
明
,
 
n
 
(
%
)

0
0
.
0

0
0
.
0

1
0
.
7

1
0
.
3

退
院

時
処

遇
終

了
者

,
 
n
 
(
%
)

1
4

1
6
.
7

4
4
.
5

2
8

1
7
.
2

4
6

1
3
.
7

退
院

時
処

遇
終

了
者

の
転

帰
　
一
般
精
神
科
病

棟
入
院
,
 
n
 
(
%
)

9
6
4
.
3

3
7
5
.
0

1
5

5
3
.
6

2
7

5
8
.
7

精
神
科

通
院
,
 
n
 
(
%
)

3
2
1
.
4

0
0
.
0

9
3
2
.
1

1
2

2
6
.
1

精
神
科
治

療
終
了
,
 
n
 
(
%
)

1
7
.
1

0
0
.
0

1
3
.
6

2
4
.
3

死
亡
,
 
n
 
(
%
)

1
7
.
1

1
2
5
.
0

3
1
0
.
7

5
1
0
.
9

表
9
　
統
合
失
調
症
圏

の
通
院
処
遇
移
行
対
象

者
の
予
後
の
抗
精
神
病
薬

処
方
内
容
に
よ
る
比
較

退
院

時
年

齢
　
2
0
s
,
 
n
 
(
%
)

0
(
0
.
0
)

3
(
9
.
1
)

3
(
7
.
7
)

6
(
5
.
8
)

3
0
s
,
 
n
 
(
%
)

6
(
1
9
.
4
)

7
(
2
1
.
2
)

1
0

(
2
5
.
6
)

2
3

(
2
2
.
3
)

4
0
s
,
 
n
 
(
%
)

1
4

(
4
5
.
2
)

1
3

(
3
9
.
4
)

1
5

(
3
8
.
5
)

4
2

(
4
0
.
8
)

5
0
s
,
 
n
 
(
%
)

1
0

(
3
2
.
3
)

5
(
1
5
.
2
)

6
(
1
5
.
4
)

2
1

(
2
0
.
4
)

6
0
s
,
 
n
 
(
%
)

1
(
3
.
2
)

3
(
9
.
1
)

2
(
5
.
1
)

6
(
5
.
8
)

7
0
s
,
 
n
 
(
%
)

0
(
0
.
0
)

2
(
6
.
1
)

3
(
7
.
7
)

5
(
4
.
9
)

　
性

別
　
M
,
 
n
 
(
%
)

2
3

(
7
4
.
2
)

2
4

(
7
2
.
7
)

2
6

(
6
6
.
7
)

7
3

(
7
0
.
9
)

F
,
 
n
 
(
%
)

8
(
2
5
.
8
)

9
(
2
7
.
3
)

1
3

(
3
3
.
3
)

3
0

(
2
9
.
1
)

対
象

行
為

　
殺
人
,
 
n
 
(
%
)

1
6

(
5
1
.
6
)

1
1

(
3
3
.
3
)

1
3

(
3
3
.
3
)

4
0

(
3
8
.
8
)

傷
害
,
 
n
 
(
%
)

8
(
2
5
.
8
)

1
3

(
3
9
.
4
)

1
1

(
2
8
.
2
)

3
2

(
3
1
.
1
)

放
火
,
 
n
 
(
%
)

3
(
9
.
7
)

6
(
1
8
.
2
)

1
3

(
3
3
.
3
)

2
2

(
2
1
.
4
)

強
盗
,
 
n
 
(
%
)

2
(
6
.
5
)

2
(
6
.
1
)

2
(
5
.
1
)

6
(
5
.
8
)

性
犯
罪
,
 
n
 
(
%
)

2
(
6
.
5
)

1
(
3
.
0
)

0
(
0
.
0
)

3
(
2
.
9
)

平
均

入
院

処
遇

期
間

,
 
d
a
y
s
 
(
中

央
値

)
1
8
8
7
.
4

(
1
3
7
1
.
0
)

9
2
1
.
5

(
8
6
3
.
0
)

9
5
5
.
1

(
9
0
4
.
0
)

1
2
2
4
.
9

(
1
0
0
1
.
0
)

医
療

観
察

法
病

棟
隔

離
経

験
,
 
n

1
4

(
4
5
.
2
)

2
(
6
.
1
)

2
(
5
.
1
)

1
8

(
1
7
.
5
)

医
療

観
察

法
病

棟
隔

離
拘

束
経

験
,
 
n

4
(
1
2
.
9
)

0
(
0
.
0
)

1
(
2
.
6
)

5
(
4
.
9
)

抗
不

安
薬

処
方

者
数

,
 
n
 
(
%
)

1
6

(
5
1
.
6
)

1
5

(
4
5
.
5
)

2
3

(
5
9
.
0
)

5
4

(
5
2
.
4
)

気
分

安
定

薬
処

方
者

数
,
 
n
 
(
%
)

1
9

(
4
8
.
7
)

9
(
2
7
.
3
)

1
1

(
2
8
.
2
)

3
9

(
3
7
.
9
)

抗
う

つ
薬

処
方

者
数

,
 
n
 
(
%
)

2
(
6
.
5
)

0
(
0
.
0
)

4
(
1
0
.
3
)

6
(
5
.
8
)

抗
パ

剤
処

方
者

数
,
 
n
 
(
%
)

6
(
1
9
.
4
)

1
1

(
3
3
.
3
)

7
(
1
7
.
9
)

2
5

(
2
3
.
3
)

平
均

通
院

処
遇

観
察

期
間

,
 
d
a
y
s
 
(
中

央
値

)
3
4
1
.
0

(
3
4
3
.
0
)

3
1
2
.
7

(
2
4
8
.
0
)

3
6
3
.
8

(
3
6
6
.
0
)

3
4
0
.
6

(
3
4
2
.
0
)

通
院

処
遇

中
の

再
他

害
・

迷
惑

行
為

（
軽

微
な

も
の

含
む

）
,
 
n
 
(
%
)

1
(
3
.
2
)

0
(
0
.
0
)

1
(
2
.
6
)

2
(
1
.
9
)

死
亡

,
 
n
 
(
%
)

0
(
0
.
0
)

1
(
3
.
0
)

1
(
2
.
6
)

2
(
1
.
9
)

自
殺

企
図

,
 
n
 
(
%
)

0
(
0
.
0
)

2
(
6
.
1
)

0
(
0
.
0
)

2
(
1
.
9
)

医
療

観
察

法
再

入
院

処
遇

,
 
n
 
(
%
)

1
(
3
.
2
)

0
(
0
.
0
)

0
(
0
.
0
)

1
(
1
.
0
)

精
神

保
健

福
祉

法
入

院
,
 
n
 
(
%
)

1
5

(
5
1
.
7
)

5
(
1
7
.
2
)

9
(
3
1
.
0
)

2
9

(
2
8
.
2
)

非
自

発
的

入
院

,
 
n
 
(
%
)

7
(
2
2
.
6
)

2
(
6
.
1
)

4
(
1
0
.
3
)

1
3

(
1
2
.
6
)

調
整

入
院

,
 
n
 
(
%
)

1
0

(
3
2
.
3
)

3
(
9
.
1
)

5
(
1
2
.
8
)

1
8

(
1
7
.
5
)

C
L
Z
:
 
C
l
o
z
a
p
i
n
e
 
L
A
I
:
 
L
o
n
g
 
A
c
t
i
n
g
 
I
n
j
e
c
t
i
o
n

非
C
L
Z
・

非
L
A
I
群

(
n
=
1
6
3
)

全
体

 
(
n
=
3
3
6
)

C
L
Z
:
 
C
l
o
z
a
p
i
n
e
 
L
A
I
:
 
L
o
n
g
 
A
c
t
i
n
g
 
I
n
j
e
c
t
i
o
n

C
L
Z
群

(
n
=
3
1
)

L
A
I
群

(
n
=
3
3
)

非
C
L
Z
・

非
L
A
I
群

(
n
=
3
9
)

全
体

 
(
n
=
1
0
3
)

C
L
Z
群

(
n
=
8
4
)

L
A
I
群

(
n
=
8
9
)


